
香川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例 

平成１９年１月１５日 

条例第１１号 

改正 平成２０年８月１１日 条例第６号 

 平成２２年６月２４日 条例第５号 

平成２９年３月３０日 条例第４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 

１１０号。以下「育児休業法」という。）に基づく職員の育児休業等に関し 

必要な事項を定めるものとする。 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

⑴ 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

⑵ 香川県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例（平成１９年

香川県後期高齢者医療広域連合条例第２０号）第４条第１項又は第２項の

規定により引き続いて勤務している職員 

（育児休業の対象となる子の範囲） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児

童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の

規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童

を委託することができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定

により委託されている当該児童とする。 

（最初の育児休業が既にした育児休業から除かれる期間） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間は、育児休 

業に係る子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで（出産予 

定前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日か 

ら起算して８週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出 

生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して８週間 



を経過する日の翌日までとする。）とする。 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事 

情とする。 

⑴ 育児休業している職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、

当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子

が次に該当することとなったこと。 

 ア 死亡した場合 

 イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

⑵ 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことにより

当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次

に掲げる場合に該当することとなったこと。 

 ア 前号ア又はイに掲げる場合 

 イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による

請求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確

定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第

１項第３号の規定による措置が解除された場合 

⑶ 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該 

育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこ 

と。 

⑷ 育児休業している職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相

当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認

が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復

したこと。 

⑸ 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子に 

ついて既にしたものを除く。）の終了後、３か月以上の期間を経過したこ

と（当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業

により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限

る。）。 



⑹ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその 

他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことに 

より、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければ、その養育に 

著しい支障が生じることとなったこと。 

（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷 

又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期 

間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、 

当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければ、 

その養育に著しい支障を生じることとなったこととする。 

（育児休業の承認の取消事由） 

第５条 育児休業法第５条第２項の条例で定める事由は、育児休業をしている 

職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようと 

するときとする。 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第６条 香川県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（平成１９年 

香川県後期高齢者医療広域連合条例第１３号。以下「給与条例」という。） 

第１８条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう 

ち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間（規則で定めるこれ 

に相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支 

給する。 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしてい 

る職員のうち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間がある職 

員には、当該基準日に係る勤務手当を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第７条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、局内の他の職員 

との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業をした期間を  

１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間（以下この項におい 

て「調整期間」という。）を引き続き勤務したものとみなして、その職務に 

復帰した日（以下この項において「復帰の日」という。）又はその日から１ 



年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又 

は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間 

を短縮することができる。 

２ 前項の規定により給料月額を調整された者のうち、その調整に際して余剰 

の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、 

その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮するこ 

とができる。 

（部分休業をすることができない職員） 

第８条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又

は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員とする。 

（部分休業の承認） 

第９条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以

下同じ。）の承認は、香川県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成１９年香川県後期高齢者医療広域連合条例第１０号。

以下「勤務時間条例」という。）第８条第１項に規定する正規の勤務時間の

始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。 

２ 勤務時間条例第１５条の規定により規則で定める育児のための特別休暇又

は勤務時間条例第１６条の２第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤

務しない職員に対する部分休業の承認については、１日につき２時間から当

該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を承認されてい

る時間を減じた時間を超えない範囲で行うものとする。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第１０条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第 

１０条の規定により、その勤務しない１時間につき、同条例第１４条に規定 

する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第１１条 第５条の規定は、部分休業について準用する。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 



この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年８月１１日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給に関する経過措置） 

２ 改正後の香川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例  

（以下「改正後の育児休業条例」という。）第７条の規定は、育児休業をし 

た職員が平成１９年８月１日以後に職場復帰した場合における号給の調整に 

ついて適用し、育児休業をした職員が同日前に職場復帰した場合における  

号給の調整については、なお従前の例による。 

３ 平成１９年８月１日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復 

帰した場合における改正後の育児休業条例第７条の規定の適用については、 

同条中「１００分の１００以下」とあるのは「１００分の１００以下（当該 

期間のうち平成１９年８月１日前の期間については、２分の１）」とする。 

附 則（平成２２年６月２４日条例第５号） 

この条例は、平成２２年６月３０日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３０日条例第４号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


